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都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（抄） （平成１２年東京都条例第２１５号、令和４年東京都条例第１４１号最終改正） 

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則（抄） （平成１３年東京都規則第３４号、令和４年東京都規則第２３６号最終改正）  新旧対照表 

 条例（改正案） 条例（現行） 条例施行規則（改正案） 条例施行規則（現行） 

 第二章 環境への負荷の低減の取組 

第二節の五 地域における脱炭素化の推進 

（開発事業者の責務） 

第十七条の二 一の区域において一又は二以上の建

築物の新築、増築又は改築（以下「新築等」という。）

を行う事業（以下「開発事業」という。）をしようと

する者（以下「開発事業者」という。）は、当該開発

事業を行う区域における脱炭素化の推進について

必要な措置を講じ、環境への負荷の低減に努めなけ

ればならない。 

第二章 環境への負荷の低減の取組 

第二節の五 地域におけるエネルギーの有効利用 

（開発事業者の責務） 

第十七条の二 一の区域において一又は二以上の建

築物の新築、増築又は改築（以下「新築等」という。）

を行う事業（以下「開発事業」という。）をしようと

する者（以下「開発事業者」という。）は、当該開発

事業を行う区域におけるエネルギーの有効利用に

ついて必要な措置を講じ、環境への負荷の低減に努

めなければならない。 

  

 （特定開発区域等脱炭素化指針の作成） 

第十七条の三 知事は、大量かつ高密度なエネルギー

需要を発生させるものとして規則で定める規模の

開発事業（以下「特定開発事業」という。）をしよう

とする者（以下「特定開発事業者」という。）、特定

開発事業を行う区域（以下「特定開発区域」という。）

及びその周辺の地域（以下これらを「特定開発区域

等」という。）に熱又は熱と併せて電気の供給を行

う事業者（以下「地域エネルギー供給事業者」とい

う。）、地域エネルギー供給事業者の供給対象となる

者並びに特定開発区域等における脱炭素化の推進

に関わるその他事業者が、特定開発事業によって生

じる環境への負荷の低減を図るための特定開発区

域等における脱炭素化の推進に関する指針（以下

「特定開発区域等脱炭素化指針」という。）を定め

るものとする。 

２ 特定開発区域等脱炭素化指針は、科学的知見、技

術水準その他の事情を勘案して作成するものとし、

必要に応じて改定するものとする。 

３ 知事は、特定開発区域等脱炭素化指針を定め、又

は改定したときは、その内容を公表するものとす

る。 

（エネルギー有効利用指針の作成） 

第十七条の三 知事は、大量かつ高密度なエネルギー

需要を発生させるものとして規則で定める規模の

開発事業（以下「特定開発事業」という。）をしよう

とする者（以下「特定開発事業者」という。）、特定

開発事業を行う区域（以下「特定開発区域」という。）

及びその周辺の地域（以下これらを「特定開発区域

等」という。）に熱又は熱と併せて電気の供給を行

う事業者（以下「地域エネルギー供給事業者」とい

う。）、地域エネルギー供給事業者の供給対象となる

者並びに特定開発区域等におけるエネルギーの有

効利用にかかわるその他事業者が、特定開発事業に

よって生じる環境への負荷の低減を図るためのエ

ネルギーの有効利用に関する指針（以下「エネルギ

ー有効利用指針」という。）を定めるものとする。 

 

２ エネルギー有効利用指針は、科学的知見、技術水

準その他の事情を勘案して作成するものとし、必要

に応じて改定するものとする。 

３ 知事は、エネルギー有効利用指針を定め、又は改

定したときは、その内容を公表するものとする。 

（特定開発事業） 

第八条の二 条例第十七条の三第一項に規定する規

則で定める規模は、開発事業において新築等をしよ

うとする全ての建築物の新築部分、増築部分及び改

築部分の延べ面積（建築基準法施行令（昭和二十五

年政令第三百三十八号）第二条第一項第三号に規定

する床面積の合計をいう。以下同じ。）の合計が五

万平方メートルを超えるものとする。 

（特定開発事業） 

第八条の二 条例第十七条の三第一項に規定する規

則で定める規模は、開発事業において新築等をしよ

うとする全ての建築物の新築部分、増築部分及び改

築部分の延べ面積（建築基準法施行令（昭和二十五

年政令第三百三十八号）第二条第一項第三号に規定

する床面積の合計をいう。以下同じ。）の合計が五

万平方メートルを超えるものとする。 

 （削る） （省エネルギー性能目標値の設定） 

第十七条の四 特定開発事業者は、特定開発事業にお

いて規則で定める規模を超える建築物（規則で定め

る用途の部分に限り、規則で定める種類の建築物を

（削る） （省エネルギー性能目標値の設定） 

第八条の三 条例第十七条の四に規定する規則で定

める規模は、建築物の新築又は改築の場合にあって

は延べ面積が、建築物の増築の場合にあっては増築
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 条例（改正案） 条例（現行） 条例施行規則（改正案） 条例施行規則（現行） 

除く。以下この条において同じ。） の新築等をしよ

うとするときは、エネルギー有効利用指針に基づ

き、規則で定めるところにより、その建築物のエネ

ルギーの使用の合理化に関する性能について、第二

十条の三の省エネルギー性能基準の値以上の目標

値 （当該省エネルギー性能基準の値の定めのない

用途にあっては、エネルギー有効利用指針に定める

基準を勘案して定める目標。以下第十七条の七第五

号を除き、この節において同じ。） を設定しなけれ

ばならない。 

部分の延べ面積が、それぞれ一万平方メートルであ

ることとする。 

２ 条例第十七条の四に規定する規則で定める用途

は、次に掲げる用途とする。 

一 住宅その他エネルギーの使用の状況に関して

これらに類するもの 

二 ホテル、旅館その他エネルギーの使用の状況に

関してこれらに類するもの 

三 病院、老人ホーム、身体障害者福祉ホームその

他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類

するもの 

四 百貨店、マーケットその他エネルギーの使用の

状況に関してこれらに類するもの 

五 事務所、官公署その他エネルギーの使用の状況

に関してこれらに類するもの 

六 小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学

校、専修学校、各種学校その他エネルギーの使用

の状況に関してこれらに類するもの 

七 飲食店、食堂、喫茶店、キャバレーその他エネ

ルギーの使用の状況に関してこれらに類するも

の 

八 集会場、図書館、博物館、体育館、公会堂、ボ

ーリング場、劇場、アスレチック場、スケート場、

浴場施設、競馬場又は競輪場、社寺、映画館、カ

ラオケボックス、ぱちんこ屋その他エネルギーの

使用の状況に関してこれらに類するもの 

九 工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐車場、倉庫、

観覧場、卸売市場、火葬場その他エネルギーの使

用の状況に関してこれらに類するもの 

３ 条例第十七条の四に規定する規則で定める種類

の建築物は、建築物のエネルギー消費性能の向上に

関する法律（平成二十七年法律第五十三号。以下「建

築物省エネ法」という。）第十八条各号のいずれか

に該当する建築物とする。 

４ 条例第十七条の四の規定による建築物のエネル

ギーの使用の合理化に関する性能の目標値の設定

は、当該建築物において、次の各号に掲げる建築物

の部分の区分に応じ、当該各号に定める事項につい
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 条例（改正案） 条例（現行） 条例施行規則（改正案） 条例施行規則（現行） 

て行わなければならない。 

一 当該建築物のうち、第二項第一号に規定する用

途に供する部分（当該用途に供する部分の延べ面

積が二千平方メートル以上であるものに限る。） 

当該用途に供する部分の建築物の熱負荷の低減 

二 当該建築物のうち、第二項第二号から第八号ま

でに規定する用途に供する部分の全部（当該各用

途に供する部分のいずれかの部分の延べ面積が

二千平方メートル以上である場合に限る。） 当

該各用途に供する部分の建築物の熱負荷の低減 

三 当該建築物のうち、第二項第二号から第九号ま

でに規定する用途に供する部分の全部（当該各用

途に供する部分のいずれかの部分の延べ面積が

二千平方メートル以上である場合に限る。） 設

備システムのエネルギーの使用の合理化 

 （削る） （有効利用が可能なエネルギーを利用するための設

備の導入検討） 

第十七条の五 特定開発事業者は、特定開発事業を行

おうとするときは、エネルギー有効利用指針に基づ

き、規則で定める範囲内において、再生可能エネル

ギーその他有効利用を図ることが可能なエネルギ

ーのうち、規則で定めるエネルギーを利用するため

の設備の導入について検討しなければならない。 

（削る） （有効利用が可能なエネルギー） 

第八条の四 条例第十七条の五に規定する規則で定

める範囲及び規則で定めるエネルギーは、次の表の

上欄に掲げる範囲の区分ごとに、当該下欄に定める

エネルギーとする。 

一 特定開発区域等 

（一） 一般廃棄物の焼却施設において廃棄物の焼

却により排出される熱 

（二） 下水汚泥の焼却に伴い排出される熱 

（三） 下水処理水の熱 

（四） 河川水の熱 

（五） 海水の熱 

（六） 建築物の空気調和に伴い排出される熱 

（七） 地下式構造の鉄道から排出される熱 

（八） 太陽光 

二 特定開発区域等に隣接し、又は道路を挟んで近

接する街区（道路、河川、鉄道等で囲まれた地域

的なまとまりのある土地の区域をいう。）の区域 

前項（一）から（六）までに掲げる熱 

三 特定開発区域等の境界から一キロメートルの

範囲の区域（前項の区域を除く。） 

第一項（一）から（五）までに掲げる熱 

 （削る） （地域冷暖房の導入検討）   
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 条例（改正案） 条例（現行） 条例施行規則（改正案） 条例施行規則（現行） 

第十七条の六 特定開発事業者は、特定開発事業を行

おうとするときは、特定開発区域等における建築物

への熱の供給方法として、エネルギー有効利用指針

に基づき、地域冷暖房の導入を検討しなければなら

ない。 

 （特定開発区域等脱炭素化方針の作成等） 

第十七条の四 特定開発事業者は、特定開発事業を行

おうとするときは、特定開発区域等脱炭素化指針に

基づき、脱炭素化の推進に向けた規則で定める目標

値の設定並びに規則で定める設備等の導入及びエ

ネルギーの利用等に関する取組についての検討を

行わなければならない。 

２ 特定開発事業者は、規則で定めるところにより、

次に掲げる事項を記載した特定開発区域等におけ

る脱炭素化の推進に関する事項を定めた方針（以下

「特定開発区域等脱炭素化方針」という。）を、特定

開発区域等脱炭素化指針に基づき作成し、規則で定

める日までに、知事に提出しなければならない。 

一 前項に規定する目標値の設定を踏まえた温室

効果ガスの削減方針 

二 前項に規定する検討を踏まえた設備等の導入

及びエネルギーの利用等に関する取組について

の基本方針 

三 第一号に規定する削減方針及び前号に規定す

る基本方針に基づき特定開発事業者が取り組む

事項 

四 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

（エネルギー有効利用計画書の作成等） 

第十七条の七 （新設） 

 

 

 

 

 

特定開発事業者は、規則で定めるところにより、

次に掲げる事項を記載した特定開発事業における

エネルギーの有効利用に関する計画書（以下「エネ

ルギー有効利用計画書」という。）を、エネルギー有

効利用指針に基づき作成し、規則で定める日まで

に、知事に提出しなければならない。 

一 特定開発事業者の氏名及び住所（法人にあって

は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在

地） 

二 特定開発事業の概要 

三 特定開発区域の範囲 

四 第十七条の四の規定により設定したエネルギ

ーの使用の合理化に関する性能の目標値 

五 第十七条の四に規定する建築物の工事完了後

における前号の性能の目標値の達成状況の検証

方法 

六 第十七条の五の規定による同条のエネルギー

を利用するための設備の導入の検討内容及び検

討結果 

七 前条の規定による地域冷暖房の導入の検討内

容及び検討結果 

八 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

（特定開発区域等脱炭素化方針の作成等） 

第八条の三 条例第十七条の四第一項に規定する規

則で定める目標値の設定は、次に掲げるものとす

る。 

 一 建築物のエネルギーの使用の合理化に関する

性能についての目標値の設定 

 二 再生可能エネルギーの利用の割合に関する目

標値の設定 

２ 条例第十七条の四第一項に規定する規則で定め

る設備等は、次項に規定する取組を行うに当たって

必要なものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（エネルギー有効利用計画書の作成等） 

第八条の五  条例第十七条の七の規定によるエネ

ルギー有効利用計画書の提出は、別記第二号様式の

十七によるエネルギー有効利用計画書提出書に、エ

ネルギー有効利用指針に基づき作成するエネルギ

ー有効利用計画書を添付して行わなければならな

い。 

 

２ 条例第十七条の七に規定する規則で定める日は、

次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日

とする。 

一 特定開発事業において特別大規模特定建築物

の新築等をしようとする場合 当該特別大規模

特定建築物に係る次に掲げる日のいずれか早い

日（以下この号において「特定日」という。）（当

該特別大規模特定建築物が複数ある場合にあっ

ては、特定日のうち最も早い日）の百八十日前 

ア 建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）

第六条第一項の規定による確認（同法第六条の

二第一項の規定による確認を含む。）の申請又

は同法第十八条第二項の規定による通知（以下

これらを「建築確認申請等」という。）の日 

イ 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成二

十四年法律第八十四号）第九条第一項の規定に

よる集約都市開発事業計画の認定の申請又は

同法第五十三条第一項の規定による低炭素建

築物新築等計画の認定の申請（以下これらを

「低炭素化法に基づく認定申請」という。）の日 

二 前号に掲げる場合以外の場合 特定開発事業

において新築等をしようとする建築物に係る次

に掲げる日のいずれか早い日（以下この号、次条

第二項第二号及び第八条の七第二項において「特

定日」という。）（当該建築物が複数ある場合にあ
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 条例（改正案） 条例（現行） 条例施行規則（改正案） 条例施行規則（現行） 

 

 

 

３ 条例第十七条の四第一項に規定する規則で定め

るエネルギーの利用等に関する取組は、次に掲げる

ものとする。 

 一 エネルギーの効率的な利用に関する取組 

 二 エネルギーの脱炭素化の推進に関する取組 

三 地域冷暖房の導入その他の複数の建築物への

エネルギーの供給に関する取組 

四 エネルギーを消費する設備の維持、エネルギー

の使用の方法の改善及び監視その他のエネルギ

ーの使用の合理化のための業務の高度化に関す

る取組 

五 資源の適正利用、生物の多様性の保全等に関す

る取組 

六 気候変動（地球温暖化その他の気候の変動をい

う。）への適応及び災害に対する強じん性に関す

る取組 

４ 条例第十七条の四第二項の規定による特定開発

区域等脱炭素化方針の提出は、別記第二号様式の十

七による特定開発区域等脱炭素化方針提出書に、特

定開発区域等脱炭素化指針に基づき作成する特定

開発区域等脱炭素化方針を添付して行わなければ

ならない。 

５ 条例第十七条の四第二項に規定する規則で定め

る日は、特定開発事業において新築等をしようとす

る建築物に係る次に掲げる日のいずれか早い日（以

下この項、次条第二項第二号及び第八条の五第二項

において「特定日」という。）（当該建築物が複数あ

る場合にあっては、特定日のうち最も早い日）の三

百日前とする。 

一 建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第

六条第一項の規定による確認（同法第六条の二第

一項の規定による確認を含む。）の申請又は同法

第十八条第二項の規定による通知（以下これらを

「建築確認申請等」という。）の日 

二 法令の規定による認定に基づき建築基準法第

っては、特定日のうち最も早い日）の百八十日前 

ア 建築確認申請等の日 

イ 低炭素化法に基づく認定申請の  日 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 
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 条例（改正案） 条例（現行） 条例施行規則（改正案） 条例施行規則（現行） 

六条第一項又は第十八条第三項の規定による確

認済証の交付があったものとみなされる場合に

おける当該認定に係る申請（以下「認定申請」と

いう。）の日 

６ 条例第十七条の四第二項第四号に規定する規則

で定める事項は、次に掲げるものとする。 

一 特定開発事業者の氏名及び住所（法人にあって

は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在

地） 

二 特定開発事業の概要 

三 特定開発区域の範囲 

四 特定開発区域等脱炭素化方針の公表の担当部

署及び方法 

（削る） 

 

 

五 導入する熱源機器の概要（第三項第三号の地域

冷暖房の導入その他の複数の建築物へのエネル

ギーの供給を行わない場合に限る。） 

 

 

 

 

３ 条例第十七条の七第八号に規定する規則で定め

る事項は、次に掲げるものとする。 

 （新設） 

 

 

 （新設） 

 （新設） 

一 エネルギー有効利用計画書の公表の担当部署

及び方法 

二 特別大規模特定建築物の工事完了後の設備機

器及び制御機器の運転方法及び制御方法の調整

の実施の有無 

三 導入する熱源機器の概要（条例第十七条の七第

七号において地域冷暖房を導入しないとした場

合に限る。） 

 （特定開発区域等脱炭素化方針の変更の届出） 

第十七条の五 特定開発事業者は、前条第二項の規定

により提出した特定開発区域等脱炭素化方針の内

容を変更しようとするときは、規則で定めるところ

により、速やかにその旨を知事に届け出なければな

らない。ただし、規則で定める場合については、こ

の限りでない。 

（エネルギー有効利用計画書の変更の届出） 

第十七条の八 特定開発事業者は、前条の規定により

提出したエネルギー有効利用計画書の内容を変更

しようとするときは、規則で定めるところにより、

速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

ただし、規則で定める場合については、この限りで

ない。 

（特定開発区域等脱炭素化方針の変更の届出） 

第八条の四 条例第十七条の五本文の規定による届

出は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定

める書面により行わなければならない。 

 一 前条第六項第一号に掲げる事項を変更する場

合 別記第二号様式の十八による特定開発事業

者氏名等変更届出書 

二 条例第十七条の四第二項各号に掲げる事項（前

条第六項第一号に掲げる事項を除く。）を変更す

る場合 別記第二号様式の十九による特定開発

区域等脱炭素化方針変更届出書及び変更しよう

とする事項を記載した特定開発区域等脱炭素化

方針 

２ 条例第十七条の五本文の規定による届出は、次の

各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日まで

の変更について、行わなければならない。この場合

において、前条第六項第一号に掲げる事項の変更の

届出は、変更した日の翌日から起算して三十日を経

過した日までに行うことができる。 

（エネルギー有効利用計画書の変更の届出） 

第八条の六 条例第十七条の八本文の規定による届

出は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定

める書面により行わなければならない。 

一 条例第十七条の七第一号に掲げる事項を変更

する場合 別記第二号様式の十八による特定開

発事業者氏名等変更届出書 

二 条例第十七条の七第二号から第八号までに掲

げる事項を変更する場合 別記第二号様式の十

九によるエネルギー有効利用計画書変更届出書

及び変更しようとする事項を記載したエネルギ

ー有効利用計画書 

 

２ 条例第十七条の八本文の規定による届出は、次の

各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日まで

の変更について、行わなければならない。この場合

において、条例第十七条の七第一号に掲げる事項の

変更の届出は、変更した日の翌日から起算して三十

日を経過した日までに行うことができる。 



7 

 

 条例（改正案） 条例（現行） 条例施行規則（改正案） 条例施行規則（現行） 

一 特定開発事業において特定建築物の新築等を

しようとする場合 当該特定建築物に係る建築

物環境計画書が知事に提出される日（当該特定建

築物が複数ある場合にあっては、全ての建築物環

境計画書が知事に提出される日） 

二 前号に掲げる場合以外の場合 特定日（当該建

築物が複数ある場合にあっては、特定日のうち最

も早い日） 

ア 建築確認申請等の日 

イ 認定申請の日 

３ 条例第十七条の五ただし書に規定する規則で定

める場合は、次に掲げる場合とする。 

一 前条第六項第二号に掲げる事項の変更にあっ

ては、特定開発事業において新築等を行う特別大

規模特定建築物の延べ面積の増加及び棟数の変

更を伴わない建築物の変更（特別大規模特定建築

物の主たる用途の変更を除く。）をする場合 

 

（削る） 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

二 その他知事が特に認める場合 

一 特定開発事業において特定建築物の新築等を

しようとする場合 当該特定建築物に係る建築

物環境計画書が知事に提出される日（当該特定建

築物が複数ある場合にあっては、全ての建築物環

境計画書が知事に提出される日） 

二 前号に掲げる場合以外の場合 特定日（当該建

築物が複数ある場合にあっては、特定日のうち最

も早い日） 

ア 建築確認申請等の日 

イ 低炭素化法に基づく認定申請の日 

３ 条例第十七条の八ただし書に規定する規則で定

める場合は、次に掲げる場合とする。 

一 条例第十七条の七第二号に掲げる事項の変更

にあっては、特定開発事業において新築等を行う

特別大規模特定建築物の延べ面積の増加及び棟

数の変更を伴わない建築物の変更（特別大規模特

定建築物の主たる用途の変更を除く。）をする場

合 

二 条例第十七条の七第六号に掲げる事項の変更

にあっては、同号に規定する設備の導入の有無の

検討結果を変更するとき又は当該設備のうち太

陽光を利用するための設備において太陽光の変

換方法を変更するとき以外の変更をする場合 

三 条例第十七条の七第七号に掲げる事項の変更

にあっては、同号に規定する地域冷暖房の導入の

有無の検討結果を変更するとき以外の変更をす

る場合 

四 その他知事が特に認める場合 

 （特定開発区域等脱炭素化方針の公表） 

第十七条の六 特定開発事業者は、第十七条の四第二

項の規定により特定開発区域等脱炭素化方針を提

出したとき、又は前条の規定により変更の届出をし

たときは、規則で定めるところにより、その内容を

公表しなければならない。 

２ 知事は、第十七条の四第二項の規定による特定開

発区域等脱炭素化方針の提出又は前条の規定によ

る変更の届出があったときは、規則で定めるところ

により、その内容を公表するものとする。 

（エネルギー有効利用計画書の公表） 

第十七条の九 特定開発事業者は、第十七条の七の規

定によりエネルギー有効利用計画書を提出したと

き、又は前条の規定により変更の届出をしたとき

は、規則で定めるところにより、その内容を公表し

なければならない。 

２ 知事は、第十七条の七の規定によるエネルギー有

効利用計画書の提出又は前条の規定による変更の

届出があったときは、規則で定めるところにより、

その内容を公表するものとする。 

（特定開発事業者による特定開発区域等脱炭素化方

針の公表） 

第八条の五 条例第十七条の六第一項の規定による

公表の内容は、条例第十七条の四第二項各号に掲げ

る事項とする。 

２ 条例第十七条の六第一項の規定による公表は、遅

くとも特定日（当該建築物が複数ある場合にあって

は、特定日のうち最も早い日）から当該建築物の新

築等に係る工事が完了する日（当該建築物が複数あ

る場合にあっては、全ての当該建築物の新築等に係

（特定開発事業者によるエネルギー有効利用計画書

の公表） 

第八条の七 条例第十七条の九第一項の規定による

公表の内容は、条例第十七条の七各号に掲げる事項

とする。 

２ 条例第十七条の九第一項の規定による公表は、遅

くとも特定日（当該建築物が複数ある場合にあって

は、特定日のうち最も早い日）から当該建築物の新

築等に係る工事が完了する日（当該建築物が複数あ

る場合にあっては、全ての当該建築物の新築等に係
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 条例（改正案） 条例（現行） 条例施行規則（改正案） 条例施行規則（現行） 

る工事が完了する日）までの間行わなければならな

い。 

一 建築確認申請等の日 

二 認定申請の日 

３ 条例第十七条の六第一項の規定による公表は、イ

ンターネットの利用による公表、環境報告書への掲

載、特定開発事業者の事業所における備置き又は掲

示その他の容易に閲覧できる場所、時間等を配慮し

た方法により行うものとする。 

 

（知事による特定開発区域等脱炭素化方針の公表） 

第八条の六 条例第十七条の六第二項の規定による

公表の内容は、条例第十七条の四第二項各号に掲げ

る事項とする。 

２ 条例第十七条の六第二項の規定による公表は、次

に掲げる方法により行うものとする。 

一 知事が別に定める日及び時間における環境局

での閲覧 

二 インターネットの利用による公表 

る工事が完了する日）までの間行わなければならな

い。 

一 建築確認申請等の日 

二 低炭素化法に基づく認定申請の日 

３ 条例第十七条の九第一項の規定による公表は、イ

ンターネットの利用による公表、環境報告書への掲

載、特定開発事業者の事業所における備え置き又は

掲示その他の容易に閲覧できる場所、時間等を配慮

した方法により行うものとする。 

 

（知事によるエネルギー有効利用計画書の公表） 

第八条の八 条例第十七条の九第二項の規定による

公表の内容は、条例第十七条の七各号に掲げる事項

とする。 

２ 条例第十七条の九第二項の規定による公表は、次

に掲げる方法により行うものとする。 

一 知事が別に定める日及び時間における環境局

での閲覧 

二 インターネットの利用による公表 

 （特定開発区域等脱炭素化報告書の提出等） 

第十七条の七 特定開発事業者は、第十七条の四第二

項各号に掲げる事項を記載した特定開発区域等脱

炭素化方針の取組状況の実績に関する報告書（以下

「特定開発区域等脱炭素化報告書」という。）を、特

定開発区域等脱炭素化指針に基づき作成し、規則で

定めるところにより、知事に提出しなければならな

い。 

（新設） （特定開発区域等脱炭素化報告書の提出） 

第八条の七 条例第十七条の七の規定による特定開

発区域等脱炭素化報告書の提出は、別記第二号様式

の二十による特定開発区域等脱炭素化報告書提出

書に、特定開発区域等脱炭素化指針に基づき作成し

た特定開発区域等脱炭素化報告書を添付して行わ

なければならない。 

２ 条例第十七条の七の規定による特定開発区域等

脱炭素化報告書の提出は、当該建築物の新築等に係

る工事が完了した日（当該建築物が複数ある場合に

あっては、全ての当該建築物の新築等に係る工事が

完了した日）の翌日から起算して一年以内にしなけ

ればならない。 

（新設） 

 （特定開発区域等脱炭素化報告書の公表） 

第十七条の八 特定開発事業者は、前条の規定により

特定開発区域等脱炭素化報告書を提出したときは、

規則で定めるところにより、その内容を公表しなけ

ればならない。 

 

（新設） （特定開発事業者による特定開発区域等脱炭素化報

告書の公表） 

第八条の八 条例第十七条の八第一項の規定による

公表の内容は、条例第十七条の四第二項各号に掲げ

る事項とする。 

２ 条例第十七条の八第一項の規定による公表は、条

（新設） 
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 条例（改正案） 条例（現行） 条例施行規則（改正案） 条例施行規則（現行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 知事は、前条の規定により特定開発区域等脱炭素

化報告書の提出があったときは、規則で定めるとこ

ろにより、その内容を公表するものとする。 

例第十七条の七の規定による特定開発区域等脱炭

素化報告書の提出後速やかに、行わなければならな

い。 

３ 条例第十七条の八第一項の規定による公表は、イ

ンターネットの利用による公表、環境報告書への掲

載、特定開発事業者の事業所における備置き又は掲

示その他の容易に閲覧できる場所、時間等を配慮し

た方法により行うものとする。 

４ 特定開発事業者は、条例第十七条の八第一項の規

定により公表した後、特定開発区域等脱炭素化方針

の取組状況の実績に変更が生じた場合は、当該変更

の内容について公表するよう努めなければならな

い。 

５ 第三項の規定は、前項の規定による公表について

準用する。 

 

（知事による特定開発区域等脱炭素化報告書の公表） 

第八条の九 条例第十七条の八第二項の規定による

公表の内容は、条例第十七条の四第二項各号に掲げ

る事項とする。 

２ 条例第十七条の八第二項の規定による公表は、次

に掲げる方法により行うものとする。 

一 知事が別に定める日及び時間における環境局

での閲覧 

二 インターネットの利用による公表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （地域エネルギー供給事業者の脱炭素化の推進に係

る措置） 

第十七条の九 地域エネルギー供給事業者は、特定開

発区域等脱炭素化指針に基づき、特定開発区域内の

建築物（次条第三項に規定する同意が得られたとき

は、同項に規定する建築物を含む。以下同じ。）への

エネルギーの供給に関し、脱炭素化の推進について

必要な措置を講じなければならない。 

（地域エネルギー供給事業者のエネルギーの有効利

用に係る措置） 

第十七条の十 地域エネルギー供給事業者は、エネル

ギー有効利用指針に基づき、特定開発区域内の建築

物（次条第三項に規定する同意が得られたときは、

同項に規定する建築物を含む。以下同じ。）へのエ

ネルギーの供給に関し、エネルギーの有効利用につ

いて必要な措置を講じなければならない。 

  

 （地域エネルギー供給計画書の作成等） 

第十七条の十 特定開発事業者は、特定開発事業にお

いて地域冷暖房その他複数の建築物への熱の供給

と併せて一又は二以上の建築物に電気を供給する

仕組みを導入することとなる場合には、特定開発区

（地域エネルギー供給計画書の作成等） 

第十七条の十一 特定開発事業者は、特定開発事業に

おいて地域冷暖房その他複数の建築物への熱の供

給と併せて一又は二以上の建築物に電気を供給す

る仕組みを導入することとなる場合には、エネルギ

（地域エネルギー供給計画書の作成等） 

第八条の十 条例第十七条の十第一項の規定による

地域エネルギー供給計画書の提出は、別記第二号様

式の二十一による地域エネルギー供給計画書提出

書に、特定開発区域等脱炭素化指針に基づき作成す

（地域エネルギー供給計画書の作成等） 

第八条の九 条例第十七条の十一第一項の規定によ

る地域エネルギー供給計画書の提出は、別記第二号

様式の二十による地域エネルギー供給計画書提出

書に、エネルギー有効利用指針に基づき作成する地
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 条例（改正案） 条例（現行） 条例施行規則（改正案） 条例施行規則（現行） 

域等脱炭素化指針に基づき、次に掲げる事項を記載

した特定開発区域内の建築物へのエネルギーの供

給に関する計画書（以下「地域エネルギー供給計画

書」という。）を作成し、規則で定める日までに、規

則で定めるところにより、知事に提出しなければな

らない。 

一 地域エネルギー供給事業者の氏名及び住所（法

人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事

務所の所在地） 

二 エネルギー供給を行う区域 

三 利用するエネルギーの種類及び量 

四 供給するエネルギーの種類及び量並びに熱媒

体の種類 

五 供給するエネルギーの効率の値 

六 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項 

２ 前項の規定にかかわらず、特定開発事業者は、当

該特定開発事業者以外の者を同項第一号の地域エ

ネルギー供給事業者としたときは、地域エネルギー

供給計画書を当該地域エネルギー供給事業者に作

成させることができる。 

３ 特定開発事業者は、地域エネルギー供給計画書を

作成するときは、特定開発区域に隣接し、又は近接

して存する建築物の所有者又は管理者及び特定開

発区域に隣接し、又は近接して建築物の新築等をし

ようとする者の同意を得て、当該建築物を含めた地

域エネルギー供給計画書を作成することができる。 

４ 特定開発事業者は、地域エネルギー供給計画書の

作成に当たり、その計画の区域に隣接し、又は近接

する区域における他の地域エネルギー供給事業者

（以下「他の地域エネルギー供給事業者」という。）

があるときは、特定開発区域等脱炭素化指針に基づ

き、供給する熱の相互利用について検討しなければ

ならない。 

ー有効利用指針に基づき、次に掲げる事項を記載し

た特定開発区域内の建築物へのエネルギーの供給

に関する計画書（以下「地域エネルギー供給計画書」

という。）を作成し、規則で定める日までに、規則で

定めるところにより、知事に提出しなければならな

い。 

一 地域エネルギー供給事業者の氏名及び住所（法

人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事

務所の所在地） 

二 エネルギー供給を行う区域 

三 利用する第十七条の五に規定するエネルギー

の種類及び量 

四 供給するエネルギーの種類及び量並びに熱媒

体の種類 

五 供給するエネルギーの効率の値 

六 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項 

２ 前項の規定にかかわらず、特定開発事業者は、当

該特定開発事業者以外の者を前項第一号の地域エ

ネルギー供給事業者としたときは、地域エネルギー

供給計画書を当該地域エネルギー供給事業者に作

成させることができる。 

３ 特定開発事業者は、地域エネルギー供給計画書を

作成するときは、特定開発区域に隣接し、又は近接

して存する建築物の所有者又は管理者及び特定開

発区域に隣接し、又は近接して建築物の新築等をし

ようとする者の同意を得て、当該建築物を含めた地

域エネルギー供給計画書を作成することができる。 

４ 特定開発事業者は、地域エネルギー供給計画書の

作成に当たり、その計画の区域に隣接し、又は近接

する区域における他の地域エネルギー供給事業者

（以下「他の地域エネルギー供給事業者」という。）

があるときは、エネルギー有効利用指針に基づき、

供給する熱の相互利用について検討しなければな

らない。 

る地域エネルギー供給計画書を添付して行わなけ

ればならない。 

２ 条例第十七条の十第一項に規定する規則で定め

る日は、特定開発事業において地域冷暖房その他複

数の建築物への熱の供給と併せて一又は二以上の

建築物に電気を供給する仕組みを導入することと

なる建築物のうち、新築等をしようとする建築物に

係る次に掲げる日のいずれか早い日（以下この項に

おいて「特定日」という。）（当該建築物が複数ある

場合にあっては、特定日のうち最も早い日）の百二

十日前とする。 

一 建築確認申請等の日 

二 認定申請の日 

３ 条例第十七条の十第一項第六号に規定する規則

で定める事項は、次に掲げるものとする。 

一 エネルギーを供給する設備等の概要 

二 供給する熱のエネルギーの効率の評価 

三 エネルギーの供給に伴い排出口から大気中に

排出される標準状態かつ酸素濃度がゼロパーセ

ントの状態に換算した場合における総排出物一

立方メートルに含まれる窒素酸化物の量 

四 エネルギー供給を行う区域における建築物等

の状況 

五 他の地域エネルギー供給事業者との供給する

熱の相互利用の検討内容 

六 地域エネルギー供給計画書の公表の担当部署

及び方法 

七 エネルギーの需給調整に資する取組 

八 災害に対する強じん性に関する取組 

域エネルギー供給計画書を添付して行わなければ

ならない。 

２ 条例第十七条の十一第一項に規定する規則で定

める日は、特定開発事業において地域冷暖房その他

複数の建築物への熱の供給と併せて一又は二以上

の建築物に電気を供給する仕組みを導入すること

となる建築物のうち、新築等をしようとする建築物

に係る次に掲げる日のいずれか早い日（以下この項

において「特定日」という。）（当該建築物が複数あ

る場合にあっては、特定日のうち最も早い日）の百

二十日前とする。 

一 建築確認申請等の日 

二 低炭素化法に基づく認定申請の日 

３ 条例第十七条の十一第一項第六号に規定する規

則で定める事項は、次に掲げるものとする。 

一 エネルギーを供給する設備等の概要 

二 供給する熱のエネルギーの効率の評価 

三 エネルギーの供給に伴い排出口から大気中に

排出される標準状態かつ酸素濃度がゼロパーセ

ントの状態に換算した場合における総排出物一

立方メートルに含まれる窒素酸化物の量 

四 エネルギー供給を行う区域における建築物等

の状況 

五 他の地域エネルギー供給事業者との供給する

熱の相互利用の検討内容 

六 地域エネルギー供給計画書の公表の担当部署

及び方法 

（新設） 

（新設） 

 （地域エネルギー供給計画書の変更） 

第十七条の十一 前条第一項の規定により地域エネ

ルギー供給計画書を提出した者は、同項第一号に掲

げる事項の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、

（地域エネルギー供給計画書の変更） 

第十七条の十二 前条第一項の規定により地域エネ

ルギー供給計画書を提出した者は、同項第一号に掲

げる事項の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、

（地域エネルギー供給計画書の変更） 

第八条の十一 条例第十七条の十一第一項の規定に

よる変更の届出は、条例第十七条の十三の規定によ

る届出が行われる日までの変更について、別記第二

（地域エネルギー供給計画書の変更） 

第八条の十 条例第十七条の十二第一項の規定によ

る変更の届出は、条例第十七条の十四の規定による

届出が行われる日までの変更について、別記第二号
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規則で定めるところにより、知事に届け出なければ

ならない。 

２ 前条第一項の規定により地域エネルギー供給計

画書を提出した者は、同項第二号から第六号までに

掲げる事項の変更をしようとするときは、あらかじ

め、当該変更しようとする事項について記載した計

画書を作成し、規則で定めるところにより、知事に

提出しなければならない。 

３ 前条の規定は、前項の規定による変更について準

用する。 

規則で定めるところにより、知事に届け出なければ

ならない。 

２ 前条第一項の規定により地域エネルギー供給計

画書を提出した者は、同項第二号から第六号までに

掲げる事項の変更をしようとするときは、あらかじ

め、当該変更しようとする事項について記載した計

画書を作成し、規則で定めるところにより、知事に

提出しなければならない。 

３ 前条の規定は、前項の規定による変更について準

用する。 

号様式の二十二による地域エネルギー供給事業者

氏名等変更届出書により行わなければならない。 

２ 条例第十七条の十一第二項の規定による計画書

の提出は、条例第十七条の十三の規定による届出が

行われる日までの変更について、別記第二号様式の

二十三による地域エネルギー供給計画書変更提出

書に、当該変更しようとする事項について記載した

地域エネルギー供給計画書を添付して行わなけれ

ばならない。 

様式の二十一による地域エネルギー供給事業者氏

名等変更届出書により行わなければならない。 

２ 条例第十七条の十二第二項の規定による計画書

の提出は、条例第十七条の十四の規定による届出が

行われる日までの変更について、別記第二号様式の

二十二による地域エネルギー供給計画書変更提出

書に、当該変更しようとする事項について記載した

地域エネルギー供給計画書を添付して行わなけれ

ばならない。 

 （地域エネルギー供給計画書の公表） 

第十七条の十二 特定開発事業者は、第十七条の十第

一項若しくは前条第二項の規定により地域エネル

ギー供給計画書を提出したとき、又は同条第一項の

規定により変更の届出をしたときは、規則で定める

ところにより、その内容を公表しなければならな

い。 

２ 知事は、第十七条の十第一項若しくは前条第二項

の規定による地域エネルギー供給計画書の提出又

は同条第一項の規定による変更の届出があったと

きは、規則で定めるところにより、その内容を公表

するものとする。 

（地域エネルギー供給計画書の公表） 

第十七条の十三 特定開発事業者は、第十七条の十一

第一項若しくは前条第二項の規定により地域エネ

ルギー供給計画書を提出したとき、又は同条第一項

の規定により変更の届出をしたときは、規則で定め

るところにより、その内容を公表しなければならな

い。 

２ 知事は、第十七条の十一第一項若しくは前条第二

項の規定による地域エネルギー供給計画書の提出

又は同条第一項の規定による変更の届出があった

ときは、規則で定めるところにより、その内容を公

表するものとする。 

（特定開発事業者による地域エネルギー供給計画書

の公表） 

第八条の十二 条例第十七条の十二第一項の規定に

よる公表の内容は、条例第十七条の十第一項各号に

掲げる事項とする。 

２ 条例第十七条の十二第一項の規定による公表は、

遅くとも次に掲げる日のいずれか早い日（以下この

項において「特定日」という。）（当該建築物が複数

ある場合にあっては、特定日のうち最も早い日）か

ら当該地域エネルギー供給計画書に基づくエネル

ギーの供給に係る地域エネルギー供給実績報告書

が最初に知事に提出される日までの間、行わなけれ

ばならない。 

一 建築確認申請等の日 

二 認定申請の日 

３ 条例第十七条の十二第一項の規定による公表は、

インターネットの利用による公表、環境報告書への

掲載、特定開発事業者の事業所における備置き又は

掲示その他の容易に閲覧できる場所、時間等を配慮

した方法により行うものとする。 

 

（知事による地域エネルギー供給計画書の公表） 

第八条の十三 条例第十七条の十二第二項の規定に

よる公表の内容は、条例第十七条の十第一項各号に

掲げる事項とする。 

２ 条例第十七条の十二第二項の規定による公表は、

次に掲げる方法により行うものとする。 

一 知事が別に定める日及び時間における環境局

（特定開発事業者による地域エネルギー供給計画書

の公表） 

第八条の十一 条例第十七条の十三第一項の規定に

よる公表の内容は、条例第十七条の十一第一項各号

に掲げる事項とする。 

２ 条例第十七条の十三第一項の規定による公表は、

遅くとも次に掲げる日のいずれか早い日（以下この

項において「特定日」という。）（当該建築物が複数

ある場合にあっては、特定日のうち最も早い日）か

ら当該地域エネルギー供給計画書に基づくエネル

ギーの供給に係る地域エネルギー供給実績報告書

が最初に知事に提出される日までの間、行わなけれ

ばならない。 

一 建築確認申請等の日 

二 低炭素化法に基づく認定申請の日 

３ 条例第十七条の十三第一項の規定による公表は、

インターネットの利用による公表、環境報告書への

掲載、特定開発事業者の事業所における備え置き又

は掲示その他の容易に閲覧できる場所、時間等を配

慮した方法により行うものとする。 

 

（知事による地域エネルギー供給計画書の公表） 

第八条の十二 条例第十七条の十三第二項の規定に

よる公表の内容は、条例第十七条の十一第一項各号

に掲げる事項とする。 

２ 条例第十七条の十三第二項の規定による公表は、

次に掲げる方法により行うものとする。 

一 知事が別に定める日及び時間における環境局
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での閲覧 

二 インターネットの利用による公表 

での閲覧 

二 インターネットの利用による公表 

 （エネルギー供給の開始の届出） 

第十七条の十三 地域エネルギー供給事業者は、第十

七条の十第一項又は第十七条の十一第二項の規定

により作成された地域エネルギー供給計画書に係

るエネルギーの供給を開始したときは、その旨を、

規則で定めるところにより、規則で定める日まで

に、知事に届け出なければならない。 

（エネルギー供給の開始の届出） 

第十七条の十四 地域エネルギー供給事業者は、第十

七条の十一第一項又は第十七条の十二第二項の規

定により作成された地域エネルギー供給計画書に

係るエネルギーの供給を開始したときは、その旨

を、規則で定めるところにより、規則で定める日ま

でに、知事に届け出なければならない。 

（エネルギー供給の開始の届出） 

第八条の十四 条例第十七条の十三の規定による届

出は、別記第二号様式の二十四によるエネルギー供

給開始届に、エネルギー供給の方法の概要を示す書

類を添付して行わなければならない。 

２ 条例第十七条の十三に規定する規則で定める日

は、エネルギーの供給を開始した日の翌日から起算

して十五日を経過した日とする。 

（エネルギー供給の開始の届出） 

第八条の十三 条例第十七条の十四の規定による届

出は、別記第二号様式の二十三によるエネルギー供

給開始届に、エネルギー供給の方法の概要を示す書

類を添付して行わなければならない。 

２ 条例第十七条の十四に規定する規則で定める日

は、エネルギーの供給を開始した日の翌日から起算

して十五日を経過した日とする。 

 （地域エネルギー供給実績報告書の提出等） 

第十七条の十四 地域エネルギー供給事業者は、第十

七条の十第一項各号に掲げる事項を記載した特定

開発区域内の建築物へのエネルギー供給の実績に

関する報告書（以下「地域エネルギー供給実績報告

書」という。）を、特定開発区域等脱炭素化指針に基

づき作成し、規則で定めるところにより、知事に提

出しなければならない。 

（地域エネルギー供給実績報告書の提出等） 

第十七条の十五 地域エネルギー供給事業者は、第十

七条の十一第一項各号に掲げる事項を記載した特

定開発区域内の建築物へのエネルギー供給の実績

に関する報告書（以下「地域エネルギー供給実績報

告書」という。）を、エネルギー有効利用指針に基づ

き作成し、規則で定めるところにより、知事に提出

しなければならない。 

（地域エネルギー供給実績報告書の提出） 

第八条の十五 条例第十七条の十四の規定による地

域エネルギー供給実績報告書の提出は、前年度のエ

ネルギー供給の実績について、毎年度六月末日まで

に、別記第二号様式の二十五による地域エネルギー

供給実績報告書提出書に、特定開発区域等脱炭素化

指針に基づき作成した地域エネルギー供給実績報

告書を添付して行わなければならない。この場合に

おいて、第八条の十第三項第六号中「地域エネルギ

ー供給計画書」とあるのは「地域エネルギー供給実

績報告書」と読み替えて、同項の規定を適用する（次

条及び第八条の十七において同じ。）。 

（地域エネルギー供給実績報告書の提出） 

第八条の十四 条例第十七条の十五の規定による地

域エネルギー供給実績報告書の提出は、前年度のエ

ネルギー供給の実績について、毎年度六月末日まで

に、別記第二号様式の二十四による地域エネルギー

供給実績報告書提出書に、エネルギー有効利用指針

に基づき作成した地域エネルギー供給実績報告書

を添付して行わなければならない。この場合におい

て、第八条の九第三項第六号中「地域エネルギー供

給計画書」とあるのは「地域エネルギー供給実績報

告書」と読み替えて、同項の規定を適用する（第八

条の十五及び第八条の十六において同じ。）。 

 （地域エネルギー供給実績報告書の公表） 

第十七条の十五 地域エネルギー供給事業者は、前条

の規定により地域エネルギー供給実績報告書を提

出したときは、規則で定めるところにより、その内

容を公表しなければならない。 

２ 知事は、前条の規定により地域エネルギー供給実

績報告書の提出があったときは、規則で定めるとこ

ろにより、その内容を公表するものとする。 

（地域エネルギー供給実績報告書の公表） 

第十七条の十六 地域エネルギー供給事業者は、前条

の規定により地域エネルギー供給実績報告書を提

出したときは、規則で定めるところにより、その内

容を公表しなければならない。 

２ 知事は、前条の規定により地域エネルギー供給実

績報告書の提出があったときは、規則で定めるとこ

ろにより、その内容を公表するものとする。 

（地域エネルギー供給事業者による地域エネルギー

供給実績報告書の公表） 

第八条の十六 条例第十七条の十五第一項の規定に

よる公表の内容は、条例第十七条の十第一項各号に

掲げる事項とする。 

２ 条例第十七条の十五第一項の規定による公表は、

前条の規定により地域エネルギー供給実績報告書

を提出した日から翌年度の六月末日までの間、行わ

なければならない。 

３ 条例第十七条の十五第一項の規定による公表は、

インターネットの利用による公表、環境報告書への

掲載、地域エネルギー供給事業者の事業所における

備置き又は掲示その他の容易に閲覧できる場所、時

間等を配慮した方法により行うものとする。 

 

（知事による地域エネルギー供給実績報告書の公表） 

（地域エネルギー供給事業者による地域エネルギー

供給実績報告書の公表） 

第八条の十五 条例第十七条の十六第一項の規定に

よる公表の内容は、条例第十七条の十一第一項各号

に掲げる事項とする。 

２ 条例第十七条の十六第一項の規定による公表は、

前条の規定により地域エネルギー供給実績報告書

を提出した日から翌年度の六月末日までの間、行わ

なければならない。 

３ 条例第十七条の十六第一項の規定による公表は、

インターネットの利用による公表、環境報告書への

掲載、地域エネルギー供給事業者の事業所における

備え置き又は掲示その他の容易に閲覧できる場所、

時間等を配慮した方法により行うものとする。 

 

（知事による地域エネルギー供給実績報告書の公表） 
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 条例（改正案） 条例（現行） 条例施行規則（改正案） 条例施行規則（現行） 

第八条の十七 条例第十七条の十五第二項の規定に

よる公表の内容は、条例第十七条の十第一項各号に

掲げる事項とする。 

２ 条例第十七条の十五第二項の規定による公表は、

次に掲げる方法により行うものとする。 

一 知事が別に定める日及び時間における環境局

での閲覧 

二 インターネットの利用による公表 

第八条の十六 条例第十七条の十六第二項の規定に

よる公表の内容は、条例第十七条の十一第一項各号

に掲げる事項とする。 

２ 条例第十七条の十六第二項の規定による公表は、

次に掲げる方法により行うものとする。 

一 知事が別に定める日及び時間における環境局

での閲覧 

二 インターネットの利用による公表 

 （脱炭素化の推進に関わるその他事業者の協力等） 

第十七条の十六 特定開発区域等においてエネルギ

ーが生じる事業活動を行う事業者（以下「エネルギ

ー利用に係る事業者」という。）は、特定開発区域等

脱炭素化指針に基づき、第十七条の四第一項の規定

により特定開発事業者が行う設備の導入について

の検討及び地域エネルギー供給事業者が行うエネ

ルギーの利用に協力しなければならない。 

 

 

２ 他の地域エネルギー供給事業者は、特定開発区域

等脱炭素化指針に基づき、第十七条の十第四項の規

定による特定開発事業者が供給しようとする熱の

相互利用についての検討及び地域エネルギー供給

事業者が供給する熱の相互利用に協力しなければ

ならない。 

３ 地域エネルギー供給事業者に熱を提供する設備

で、熱と併せて電気を提供する設備（以下「熱電併

給設備」という。）を設置しようとする事業者は、特

定開発区域等脱炭素化指針に基づき、熱を提供しよ

うとする地域エネルギー供給事業者の熱需要に応

じた熱の損失の少ない最適な規模の熱電併給設備

を設置するよう努めなければならない。 

４ 熱電併給設備の所有者又は管理者は、地域エネル

ギー供給事業者に対して熱を提供するに当たり、特

定開発区域等脱炭素化指針に基づき、当該熱電併給

設備による効率的な熱の提供に努めなければなら

ない。 

５ 地域エネルギー供給事業者からエネルギー供給

を受ける建築物の新築等をしようとする者及びそ

（エネルギーの有効利用にかかわるその他事業者の

協力等） 

第十七条の十七 第十七条の五に規定する範囲内に

おいて、同条に規定するエネルギーが生じる事業活

動を行う事業者（以下「利用可能エネルギーに係る

事業者」という。）は、エネルギー有効利用指針に基

づき、同条の規定により特定開発事業者が行う当該

エネルギーを利用するための設備の導入について

の検討及び地域エネルギー供給事業者が行う当該

エネルギーの利用に協力しなければならない。 

２ 他の地域エネルギー供給事業者は、エネルギー有

効利用指針に基づき、第十七条の十一第四項の規定

による特定開発事業者が供給しようとする熱の相

互利用についての検討及び地域エネルギー供給事

業者が供給する熱の相互利用に協力しなければな

らない。 

３ 地域エネルギー供給事業者に熱を提供する設備

で、熱と併せて電気を提供する設備（以下「熱電併

給設備」という。）を設置しようとする事業者は、エ

ネルギー有効利用指針に基づき、熱を提供しようと

する地域エネルギー供給事業者の熱需要に応じた

熱の損失の少ない最適な規模の熱電併給設備を設

置するよう努めなければならない。 

４ 熱電併給設備の所有者又は管理者は、地域エネル

ギー供給事業者に対して熱を提供するに当たり、エ

ネルギー有効利用指針に基づき、当該熱電併給設備

による効率的な熱の提供に努めなければならない。 

 

５ 地域エネルギー供給事業者からエネルギー供給

を受ける建築物の新築等をしようとする者及びそ
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 条例（改正案） 条例（現行） 条例施行規則（改正案） 条例施行規則（現行） 

の所有者又は管理者並びにその建築物を使用する

事業者（以下「エネルギー供給受入者」という。）は、

特定開発区域等脱炭素化指針に基づき、地域エネル

ギー供給事業者が行う脱炭素化の推進に係る措置

に協力しなければならない。 

の所有者又は管理者並びにその建築物を使用する

事業者（以下「エネルギー供給受入者」という。）は、

エネルギー有効利用指針に基づき、地域エネルギー

供給事業者が行うエネルギーの有効利用に係る措

置に協力しなければならない。 

 （地域冷暖房区域の指定） 

第十七条の十七 知事は、特定開発事業者又は地域エ

ネルギー供給事業者からの申請に基づき、地域エネ

ルギー供給計画書又は地域エネルギー供給実績報

告書に記載するエネルギー供給を行う区域におい

て、冷房又は暖房及び給湯の用に供される熱の量の

いずれかが規則で定める量以上になるものと予測

される場合において、当該区域に供給するエネルギ

ーの効率の値及び第十七条の十第一項第六号の規

則で定める事項が規則で定める基準を満たしてい

ると認めるときは、当該区域を地域冷暖房区域とし

て指定することができる。 

２ 知事は、前項の規定による地域冷暖房区域の指定

に当たり、専門的知識を有する者の意見を聴くもの

とする。 

３ 知事は、地域冷暖房区域の指定に当たり次に掲げ

る者に対し、区域指定についての説明を行うものと

する。 

一 指定しようとする区域内に規則で定める規模

を超える建築物の新築等をしようとする者 

二 指定しようとする区域内に存する規則で定め

る規模を超える建築物の所有者又は管理者 

三 指定しようとする区域を管轄する特別区の区

長及び市町村長 

４ 前項各号に定める者は、規則で定める期限までに

知事に意見を申し出ることができる。 

５ 知事は、第一項の規定により地域冷暖房区域を指

定するときは、第二項及び前項の意見を勘案するも

のとする。 

６ 知事は、第一項の規定により地域冷暖房区域を指

定したときは、規則で定めるところにより、その内

容を公示しなければならない。 

（地域冷暖房区域の指定） 

第十七条の十八 知事は、特定開発事業者又は地域エ

ネルギー供給事業者からの申請に基づき、地域エネ

ルギー供給計画書又は地域エネルギー供給実績報

告書に記載するエネルギー供給を行う区域におい

て、冷房又は暖房及び給湯の用に供される熱の量の

いずれかが規則で定める量以上になるものと予測

される場合において、当該区域に供給するエネルギ

ーの効率の値及び第十七条の十一第一項第六号の

規則で定める事項が規則で定める基準を満たして

いると認めるときは、当該区域を地域冷暖房区域と

して指定することができる。 

２ 知事は、前項の規定による地域冷暖房区域の指定

に当たり、専門的知識を有する者の意見を聴くもの

とする。 

３ 知事は、地域冷暖房区域の指定に当たり次に掲げ

る者に対し、区域指定についての説明を行うものと

する。 

一 指定しようとする区域内に規則で定める規模

を超える建築物の新築等をしようとする者 

二 指定しようとする区域内に存する規則で定め

る規模を超える建築物の所有者又は管理者 

三 指定しようとする区域を管轄する特別区の区

長及び市町村長 

４ 前項各号に定める者は、規則で定める期限までに

知事に意見を申し出ることができる。 

５ 知事は、第一項の規定により地域冷暖房区域を指

定するときは、第二項及び前項の意見を勘案するも

のとする。 

６ 知事は、第一項の規定により地域冷暖房区域を指

定したときは、規則で定めるところにより、その内

容を公示しなければならない。 

（地域冷暖房区域の指定） 

第八条の十八 条例第十七条の十七第一項の規定に

よる申請は、別記第二号様式の二十六による地域冷

暖房区域指定申請書に、エネルギー供給を行う区域

を示す図面及び同項に規定する規則で定める基準

への適合状況を示す書類を添付して行わなければ

ならない。 

２ 条例第十七条の十七第一項に規定する規則で定

める熱の量は、一時間当たりの最大値が二十一ギガ

ジュールとする。 

３ 条例第十七条の十七第一項に規定する規則で定

める基準は、次の各号に掲げる基準の区分に応じ、

当該各号に定めるとおりとする。 

一 供給する熱のエネルギー効率の値の基準 供

給しようとする熱のエネルギーの効率の値（既に

エネルギー供給の実績がある場合にあっては、連

続する三箇年度（年度の途中からエネルギーの供

給が開始された場合にあっては、当該年度を除く

三箇年度）に供給された熱のエネルギー効率の値

を含む。）が、別表第一の四 一の部の上欄に掲げ

る供給するエネルギーの熱媒体の区分に応じ当

該下欄に定める値以上であること。 

二 条例第十七条の十第一項第六号の規則で定め

る事項のうち、第八条の十第三項第三号の量に係

る基準 エネルギーの供給に伴い排出口から大

気中への排出が見込まれる別表第一の四 二の

部の上欄に掲げる窒素酸化物の量（既にエネルギ

ー供給の実績がある場合にあっては、連続する二

箇年度（年度の途中からエネルギーの供給が開始

された場合にあっては、当該年度を除く二箇年

度）におけるエネルギーの供給に伴い排出口から

大気中に排出された窒素酸化物の量を含む。）が、

同部の下欄に定める量以下であること。 

（地域冷暖房区域の指定） 

第八条の十七 条例第十七条の十八第一項の規定に

よる申請は、別記第二号様式の二十五による地域冷

暖房区域指定申請書に、エネルギー供給を行う区域

を示す図面及び同項に規定する規則で定める基準

への適合状況を示す書類を添付して行わなければ

ならない。 

２ 条例第十七条の十八第一項に規定する規則で定

める熱の量は、一時間当たりの最大値が二十一ギガ

ジュールとする。 

３ 条例第十七条の十八第一項に規定する規則で定

める基準は、次の各号に掲げる基準の区分に応じ、

当該各号に定めるとおりとする。 

一 供給する熱のエネルギー効率の値の基準 供

給しようとする熱のエネルギーの効率の値（既に

エネルギー供給の実績がある場合にあっては、連

続する三箇年度（年度の途中からエネルギーの供

給が開始された場合にあっては、当該年度を除く

三箇年度）に供給された熱のエネルギー効率の値

を含む。）が、別表第一の四 一の部の上欄に掲げ

る供給するエネルギーの熱媒体の区分に応じ当

該下欄に定める値以上であること。 

二 条例第十七条の十一第一項第六号の規則で定

める事項のうち、第八条の九第三項第三号の量に

係る基準 エネルギーの供給に伴い排出口から

大気中への排出が見込まれる別表第一の四 二

の部の上欄に掲げる窒素酸化物の量（既にエネル

ギー供給の実績がある場合にあっては、連続する

二箇年度（年度の途中からエネルギーの供給が開

始された場合にあっては、当該年度を除く二箇年

度）におけるエネルギーの供給に伴い排出口から

大気中に排出された窒素酸化物の量を含む。）が、

同部の下欄に定める量以下であること。 
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 条例（改正案） 条例（現行） 条例施行規則（改正案） 条例施行規則（現行） 

 （地域冷暖房区域指定に係る説明等） 

第八条の十九 条例第十七条の十七第三 項第一号

に規定する規則で定める規模は、新築等を行う建築

物（増築の場合にあっては、増築部分に限る。）につ

いて、第九条の二第一項第一号の用途に供する部分

の延べ面積が二万平方メートルであること又は同

項第二号から第九号までの用途に供する部分の延

べ面積の合計が一万平方メートルであることとす

る。 

２ 条例第十七条の十七第三項第二号に規定する規

則で定める規模は、第九条の二第一項第一号の用途

に供する部分の延べ面積が二万平方メートルであ

ること又は同項第二号から第九号までの用途に供

する部分の延べ面積の合計が一万平方メートルで

あることとする。 

３ 条例第十七条の十七第四項に規定する規則で定

める期限は、知事が同条第三項の説明を行った日の

翌日から起算して十五日を経過した日とする。 

 

（地域冷暖房区域の公示） 

第八条の二十 条例第十七条の十七第六項の規定に

よる公示の内容は、次に掲げる事項とする。 

一 地域冷暖房区域の名称 

二 地域冷暖房区域の所在地及び区域図 

（地域冷暖房区域指定に係る説明等） 

第八条の十八 条例第十七条の十八第三 項第一号

に規定する規則で定める規模は、新築等を行う建築

物（増築の場合にあっては、増築部分に限る。）につ

いて、第八条の三第二項第一号の用途に供する部分

の延べ面積が二万平方メートルであること又は同

項第二号から第九号までの用途に供する部分の延

べ面積の合計が一万平方メートルであることとす

る。 

２ 条例第十七条の十八第三項第二号に規定する規

則で定める規模は、第八条の三第二項第一号の用途

に供する部分の延べ面積が二万平方メートルであ

ること又は同項第二号から第九号までの用途に供

する部分の延べ面積の合計が一万平方メートルで

あることとする。 

３ 条例第十七条の十八第四項に規定する規則で定

める期限は、知事が同条第三項の説明を行った日の

翌日から起算して十五日を経過した日とする。 

 

（地域冷暖房区域の公示） 

第八条の十九 条例第十七条の十八第六項の規定に

よる公示の内容は、次に掲げる事項とする。 

一 地域冷暖房区域の名称 

二 地域冷暖房区域の所在地及び区域図 

 （地域冷暖房区域の変更） 

第十七条の十八 知事は、前条第一項の規定により指

定した地域冷暖房区域について、特定開発事業者又

は地域エネルギー供給事業者からの申請に基づき、

地域冷暖房区域の変更を行うことができる。 

２ 前条の規定は、前項の規定により変更を行う場合

に準用する。この場合において、同条第一項の規定

中「地域エネルギー供給計画書又は地域エネルギー

供給実績報告書に記載するエネルギー供給を行う

区域」とあるのは「変更後の地域冷暖房区域」と読

み替えるものとし、新たな区域を地域冷暖房区域に

追加するときにあっては同条第三項の規定の適用

は追加する区域に限るものとし、地域冷暖房区域が

減少するときにあっては同項第一号及び第二号の

（地域冷暖房区域の変更） 

第十七条の十九 知事は、前条第一項の規定により指

定した地域冷暖房区域について、特定開発事業者又

は地域エネルギー供給事業者からの申請に基づき、

地域冷暖房区域の変更を行うことができる。 

２ 前条の規定は、前項の規定により変更を行う場合

に準用する。この場合において、同条第一項の規定

中「地域エネルギー供給計画書又は地域エネルギー

供給実績報告書に記載するエネルギー供給を行う

区域」とあるのは「変更後の地域冷暖房区域」と読

み替えるものとし、新たな区域を地域冷暖房区域に

追加するときにあっては同条第三項の規定の適用

は追加する区域に限るものとし、地域冷暖房区域が

減少するときにあっては同項第一号及び第二号の

（地域冷暖房区域の変更） 

第八条の二十一 条例第十七条の十八第一項の規定

による申請は、別記第二号様式の二十七による地域

冷暖房区域変更申請書に、変更しようとする地域冷

暖房区域を示す図面及び条例第十七条の十七第一

項に規定する規則で定める基準への適合状況を示

す書類を添付して行わなければならない。 

（地域冷暖房区域の変更） 

第八条の二十 条例第十七条の十九第一項の規定に

よる申請は、別記第二号様式の二十六による地域冷

暖房区域変更申請書に、変更しようとする地域冷暖

房区域を示す図面及び条例第十七条の十八第一項

に規定する規則で定める基準への適合状況を示す

書類を添付して行わなければならない。 
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 条例（改正案） 条例（現行） 条例施行規則（改正案） 条例施行規則（現行） 

規定は適用せず、同項第三号の規定中「指定しよう

とする区域」とあるのは「指定を取り消そうとする

区域」と読み替えるものとする。 

規定は適用せず、同項第三号の規定中「指定しよう

とする区域」とあるのは「指定を取り消そうとする

区域」と読み替えるものとする。 

 （地域冷暖房区域の指定の取消し） 

第十七条の十九 知事は、第十七条の十七第一項の規

定により指定され、又は前条第一項の規定により変

更された地域冷暖房区域に係るエネルギーの供給

の状況が次に掲げる場合のいずれかに該当すると

きは、当該地域冷暖房区域の指定を取り消すことが

できる。 

一 地域エネルギー供給実績報告書において、エネ

ルギー供給の効率の値が規則で定める期間、規則

で定める基準を下回り、改善の見込みがないと

き。 

二 地域エネルギー供給実績報告書において、熱の

供給量が規則で定める期間、第十七条の十七第一

項の規則で定める熱の量を下回り、回復の見込み

がないとき。 

三 地域エネルギー供給事業者が、当該地域冷暖房

区域へのエネルギー供給を廃止したとき。 

四 地域冷暖房区域の指定の公示後、地域エネルギ

ー供給事業者が、規則で定める期間、エネルギー

供給を行わないとき。 

五 地域エネルギー供給実績報告書において、規則

で定めるところにより第十七条の十第一項第六

号の規則で定める事項に係る第十七条の十七第

一項の規則で定める基準を満たさなくなったと

き。 

２  知事は、前項の取消しに当たっては、あらかじ

め、次に掲げる者の意見を聴くものとする。 

一 専門的知識を有する者 

二 取消しに係る地域冷暖房区域を管轄する特別

区の区長及び市町村長 

３ 知事は、第一項の規定により地域冷暖房区域の指

定を取り消したときは、その旨を公示しなければな

らない。 

（地域冷暖房区域の指定の取消し） 

第十七条の二十 知事は、第十七条の十八第一項の規

定により指定され、又は前条第一項の規定により変

更された地域冷暖房区域に係るエネルギーの供給

の状況が次に掲げる場合のいずれかに該当すると

きは、当該地域冷暖房区域の指定を取り消すことが

できる。 

一 地域エネルギー供給実績報告書において、エネ

ルギー供給の効率の値が規則で定める期間、規則

で定める基準を下回り、改善の見込みがないと

き。 

二 地域エネルギー供給実績報告書において、熱の

供給量が規則で定める期間、第十七条の十八第一

項の規則で定める熱の量を下回り、回復の見込み

がないとき。 

三 地域エネルギー供給事業者が、当該地域冷暖房

区域へのエネルギー供給を廃止したとき。 

四 地域冷暖房区域の指定の公示後、地域エネルギ

ー供給事業者が、規則で定める期間、エネルギー

供給を行わないとき。 

五 地域エネルギー供給実績報告書において、規則

で定めるところにより第十七条の十一第一項第

六号の規則で定める事項に係る第十七条の十八

第一項の規則で定める基準を満たさなくなった

とき。 

２  知事は、前項の取消しに当たっては、あらかじ

め、次に掲げる者の意見を聴くものとする。 

一 専門的知識を有する者 

二 取消しに係る地域冷暖房区域を管轄する特別

区の区長及び市町村長 

３ 知事は、第一項の規定により地域冷暖房区域の指

定を取り消したときは、その旨を公示しなければな

らない。 

（地域冷暖房区域の指定の取消し） 

第八条の二十二 条例第十七条の十九第一項第一号

及び第二号に規定する規則で定める期間は、連続す

る三箇年度（年度の途中からエネルギーの供給が開

始された場合にあっては、当該年度を除く三箇年

度）とする。 

２ 条例第十七条の十九第一項第一号に規定する規

則で定める基準は、別表第一の四 一の部の上欄に

掲げる供給するエネルギーの熱媒体の区分に応じ

当該下欄に定める値とする。 

３ 条例第十七条の十九第一項第四号に規定する規

則で定める期間は、地域冷暖房区域の指定の公示の

日の属する年度を除く連続する五箇年度とする。 

４ 条例第十七条の十九第一項第五号の規定により

基準を満たさなくなるときは、連続する三箇年度

（年度の途中からエネルギーの供給が開始された

場合にあっては、当該年度を除く三箇年度）におい

て、別表第一の四 二の部の上欄に掲げる窒素酸化

物の量が当該下欄に掲げる量を超え、かつ、改善の

見込みがないときとする。 

 

（地域冷暖房区域の指定の取消し） 

第八条の二十一 条例第十七条の二十第一項第一号

及び第二号に規定する規則で定める期間は、連続す

る三箇年度（年度の途中からエネルギーの供給が開

始された場合にあっては、当該年度を除く三箇年

度）とする。 

２ 条例第十七条の二十第一項第一号に規定する規

則で定める基準は、別表第一の四 一の部の上欄に

掲げる供給するエネルギーの熱媒体の区分に応じ

当該下欄に定める値とする。 

３ 条例第十七条の二十第一項第四号に規定する規

則で定める期間は、地域冷暖房区域の指定の公示の

日の属する年度を除く連続する五箇年度とする。 

４ 条例第十七条の二十第一項第五号の規定により

基準を満たさなくなるときは、連続する三箇年度

（年度の途中からエネルギーの供給が開始された

場合にあっては、当該年度を除く三箇年度）におい

て、別表第一の四 二の部の上欄に掲げる窒素酸化

物の量が当該下欄に掲げる量を超え、かつ、改善の

見込みがないときとする。 

 （熱供給の受入検討義務） 

第十七条の二十 第十七条の十七第一項の規定によ

（熱供給の受入検討義務） 

第十七条の二十一 第十七条の十八第一項の規定に

（熱供給の受入検討義務） 

第八条の二十三 条例第十七条の二十第一項に規定

（熱供給の受入検討義務） 

第八条の二十二 条例第十七条の二十一第一項に規
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り知事が指定し、又は第十七条の十八第一項の規定

により知事が変更した地域冷暖房区域において、規

則で定める規模を超える建築物の新築等をしよう

とする者及び規則で定める規模を超える建築物に

設置されている規則で定める熱源機器の更新をし

ようとする当該建築物の所有者又は管理者（以下

「熱供給の受入検討建築主等」という。）は、特定開

発区域等脱炭素化指針に基づき、当該地域冷暖房区

域に係る地域エネルギー供給事業者とその供給す

る熱の受入れについて協議し、検討しなければなら

ない。 

２ 熱供給の受入検討建築主等は、規則で定めるとこ

ろにより、前項の協議及び検討結果を、知事に届け

出なければならない。 

より知事が指定し、又は第十七条の十九第一項の規

定により知事が変更した地域冷暖房区域において、

規則で定める規模を超える建築物の新築等をしよ

うとする者及び規則で定める規模を超える建築物

に設置されている規則で定める熱源機器の更新を

しようとする当該建築物の所有者又は管理者（以下

「熱供給の受入検討建築主等」という。）は、エネル

ギー有効利用指針に基づき、当該地域冷暖房区域に

係る地域エネルギー供給事業者とその供給する熱

の受入について協議し、検討しなければならない。 

２ 熱供給の受入検討建築主等は、規則で定めるとこ

ろにより、前項の協議及び検討結果を、知事に届け

出なければならない。 

する新築等をしようとする建築物の規則で定める

規模は、第八条の十九第一項に規定する規模とす

る。 

２ 条例第十七条の二十第一項に規定する規則で定

める熱源機器の更新をしようとする建築物の規則

で定める規模は、第八条の十九第二項に規定する規

模とする。 

３ 条例第十七条の二十第一項に規定する規則で定

める熱源機器の更新は、建築物の延べ面積の過半に

熱の供給を行う熱源機器の冷熱又は温熱の供給能

力（当該熱源機器が複数ある場合にあっては、その

合計）の過半に相当する更新とする。 

４ 条例第十七条の二十第二項の規定による届出は、

次の各号に掲げる熱供給の受入検討建築主等の区

分に応じ、当該各号に定める日までに、別記第二号

様式の二十八による熱供給受入検討結果届出書に、

特定開発区域等脱炭素化指針に基づき作成する地

域エネルギー供給事業者との協議内容、供給する熱

の受入れに関する検討状況その他必要な事項を示

す書類を添付して行わなければならない。 

一 条例第十七条の二十第一項に規定する規則で

定める規模を超える建築物の新築等をしようと

する者 当該建築物について建築物環境計画書

を提出する日 

二 条例第十七条の二十第一項に規定する規則で

定める規模を超える建築物に設置されている規

則で定める熱源機器の更新をしようとする当該

建築物の所有者又は管理者 当該熱源機器の更

新に着手する日の六十日前 

 

５ 前項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する

者が同号に規定する建築物において地域エネルギ

ー供給事業者の供給する熱を受け入れるときは、当

該建築物に係る建築物環境計画書の提出をもって

同項の届出に代えることができる。 

定する新築等をしようとする建築物の規則で定め

る規模は、第八条の十八第一項に規定する規模とす

る。 

２ 条例第十七条の二十一第一項に規定する規則で

定める熱源機器の更新をしようとする建築物の規

則で定める規模は、第八条の十八第二項に規定する

規模とする。 

３ 条例第十七条の二十一第一項に規定する規則で

定める熱源機器の更新は、建築物の延べ面積の過半

に熱の供給を行う熱源機器の冷熱又は温熱の供給

能力（当該熱源機器が複数ある場合にあっては、そ

の合計）の過半に相当する更新とする。 

４ 条例第十七条の二十一第二項の規定による届出

は、次の各号に掲げる熱供給の受入検討建築主等の

区分に応じ、当該各号に定める日までに、別記第二

号様式の二十七による熱供給受入検討結果届出書

に、エネルギー有効利用指針に基づき作成する地域

エネルギー供給事業者との協議内容、供給する熱の

受入に関する検討状況その他必要な事項を示す書

類を添付して行わなければならない。 

 

一 条例第十七条の二十一第一項に規定する規則

で定める規模を超える建築物の新築等をしよう

とする者 当該建築物について建築物環境計画

書を提出する日 

二 条例第十七条の二十一第一項に規定する規則

で定める規模を超える建築物に設置されている

規則で定める熱源機器の更新をしようとする当

該建築物の所有者又は管理者 当該熱源機器の

更新に着手する日の六十日前 

５ 前項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する

者が同号に規定する建築物において地域エネルギ

ー供給事業者の供給する熱を受け入れるときは、当

該建築物に係る建築物環境計画書の提出をもって

同項の届出に代えることができる。 

 （指導及び助言） 

第十七条の二十一 知事は、特定開発事業者、地域エ

ネルギー供給事業者、エネルギー利用に係る事業

（指導及び助言） 

第十七条の二十二 知事は、特定開発事業者、地域エ

ネルギー供給事業者、利用可能エネルギーに係る事
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者、他の地域エネルギー供給事業者、熱電併給設備

を設置しようとする事業者、熱電併給設備の所有者

若しくは管理者、エネルギー供給受入者又は熱供給

の受入検討建築主等が行う次に掲げる事項が特定

開発区域等脱炭素化指針に照らして不十分である

と認めるときは、これらの者に対し、特定開発区域

等脱炭素化指針に基づき、必要な指導及び助言をす

ることができる。 

一 第十七条の四第一項の規定による目標値の設

定及び検討 

（削る） 

 

二 第十七条の九の規定による措置 

三 第十七条の十第四項の規定による検討 

四 第十七条の十六第一項、第二項又は第五項の規

定による協力 

五 第十七条の十六第三項の規定による設置 

六 第十七条の十六第四項の規定による提供 

七 前条第一項の規定による協議又は検討 

業者、他の地域エネルギー供給事業者、熱電併給設

備を設置しようとする事業者、熱電併給設備の所有

者若しくは管理者、エネルギー供給受入者又は熱供

給の受入検討建築主等が行う次に掲げる事項がエ

ネルギー有効利用指針に照らして不十分であると

認めるときは、これらの者に対し、エネルギー有効

利用指針に基づき、必要な指導及び助言をすること

ができる。 

一 第十七条の四の規定による目標値の設定 

 

二 第十七条の五、第十七条の六又は第十七条の十

一第四項の規定による検討 

三 第十七条の十の規定による措置 

（新設） 

四 第十七条の十七第一項、第二項又は第五項の規

定による協力 

五 第十七条の十七第三項の規定による設置 

六 第十七条の十七第四項の規定による提供 

七 前条第一項の規定による協議又は検討 

 （勧告） 

第十七条の二十二 知事は、特定開発事業者、地域エ

ネルギー供給事業者又は熱供給の受入検討建築主

等が、次の各号のいずれかに該当するときは、これ

らの者に対し必要な措置をとることを勧告するこ

とができる。 

一 第十七条の四第二項、第十七条の五、第十七条

の七、第十七条の十第一項、第十七条の十一第一

項若しくは第二項、第十七条の十三、第十七条の

十四又は第十七条の二十第二項の規定による提

出又は届出をしなかったとき。 

二 第十七条の六第一項、第十七条の八第一項、第

十七条の十二第一項又は第十七条の十五第一項

の規定による公表をしなかったとき。 

三 正当な理由なく前条第一号（目標値の設定に係

る部分に限る。）、第二号又は第七号（協議に係る

部分に限る。）の規定による指導及び助言に従わ

ず、かつ、特定開発区域等脱炭素化指針に照らし

て、地域における脱炭素化を推進するための措置

（勧告） 

第十七条の二十三 知事は、特定開発事業者、地域エ

ネルギー供給事業者又は熱供給の受入検討建築主

等が、次の各号のいずれかに該当するときは、これ

らの者に対し必要な措置をとることを勧告するこ

とができる。 

一 第十七条の七、第十七条の八、第十七条の十一

第一項、第十七条の十二第一項若しくは第二項、

第十七条の十四、第十七条の十五又は第十七条の

二十一第二項の規定による提出又は届出をしな

かったとき。 

二 第十七条の九第一項、第十七条の十三第一項又

は第十七条の十六第一項の規定による公表をし

なかったとき。 

三 正当な理由なく前条第一号、第三号又は第七号

（協議に係る部分に限る。）の規定による指導及

び助言に従わず、かつ、エネルギー有効利用指針

に照らして、エネルギーの有効利用を推進するた

めの措置が著しく不十分であるとき。 
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 条例（改正案） 条例（現行） 条例施行規則（改正案） 条例施行規則（現行） 

が著しく不十分であるとき。 

２ 知事は、前項第三号の規定による勧告を行おうと

する場合においては、あらかじめ専門的知識を有す

る者の意見を聴くものとする。 

 

２ 知事は、前項第三号の規定による勧告を行おうと

する場合においては、あらかじめ専門的知識を有す

る者の意見を聴くものとする。 

 第六章 雑則 

第百五十二条の二 （現行のとおり） 

第六章 雑則 

第百五十二条の二 （略） 

  

  （立入調査） 

第百五十三条（現行のとおり） 

２ 知事は、第十七条の二十一、第十七条の二十二第

一項及び第百五十六条第一項の規定の施行に必要

な限度において、その職員に、特定開発事業者、地

域エネルギー供給事業者、エネルギー利用に係る事

業者、他の地域エネルギー供給事業者、熱電併給設

備を設置しようとする事業者、熱電併給設備の所有

者若しくは管理者、エネルギー供給受入者又は熱供

給の受入検討建築主等の同意を得て、特定開発区域

等、エネルギー供給を行う区域又はこれに隣接し、

若しくは近接する区域、これらの区域内の建築物、

エネルギーを供給する施設又は熱電併給設備の存

する施設、脱炭素化を推進することが可能なエネル

ギーを利用する場所その他の場所に立ち入り、特定

開発区域等脱炭素化指針に基づく環境への負荷の

低減のための措置について調査させることができ

る。 

３ 知事は、第二十四条、第二十五条及び第百五十六

条第一項の規定の施行に必要な限度において、その

職員に、建築主、特別大規模特定建築物工事完了届

出者又はマンション販売等受託者の同意を得て、そ

の建築物等、事務所その他の場所に立ち入り、配慮

指針に基づく環境への配慮のための措置、マンショ

ン環境性能表示の表示又は環境性能評価書の交付

の実施状況について調査させることができる。 

 

４ （現行のとおり） 

 （立入調査） 

第百五十三条（略） 

２ 知事は、第十七条の二十二、第十七条の二十三第

一項及び第百五十六条第一項の規定の施行に必要

な限度において、その職員に、特定開発事業者、地

域エネルギー供給事業者、利用可能エネルギーに係

る事業者、他の地域エネルギー供給事業者、熱電併

給設備を設置しようとする事業者、熱電併給設備の

所有者若しくは管理者、エネルギー供給受入者又は

熱供給の受入検討建築主等の同意を得て、特定開発

区域等、エネルギー供給を行う区域又はこれに隣接

し、若しくは近接する区域、これらの区域内の建築

物、エネルギーを供給する施設又は熱電併給設備の

存する施設、再生可能エネルギー及び有効利用を図

ることが可能なエネルギーを利用する場所その他

の場所に立ち入り、エネルギー有効利用指針に基づ

く環境への負荷の低減のための措置について調査

させることができる。 

３ 知事は、第二十四条、第二十五条及び第百五十六

条第一項の規定の施行に必要な限度において、その

職員に、建築主、特別大規模特定建築物工事完了届

出者又はマンション販売等受託者の同意を得て、そ

の建築物等、事務所その他の場所に立ち入り、配慮

指針に基づく環境への配慮のための措置、エネルギ

ーの使用の合理化に関する性能の目標値に係る措

置、マンション環境性能表示又は環境性能評価書の

交付の実施状況について調査させることができる。 

４ （略） 

（立入検査証等） 

第八十一条（現行のとおり） 

 ２ （現行のとおり） 

 

 

 

 

（立入検査証等） 

第八十一条（略） 

 ２ （略） 

 ５ 前各項の規定による調査をする職員は、その身分

を示す証明書を携帯し、当該各項に規定する者その

他の関係人に提示しなければならない。 

５ 前各項の規定による調査をする職員は、その身分

を示す証明書を携帯し、当該各項に規定する者その

他の関係人に提示しなければならない。 

３ 条例第百五十三条第五項の規定による証明書の

様式は、別記第三十八号様式のとおりとする。 

３ 条例第百五十三条第五項の規定による証明書の

様式は、別記第三十八号様式のとおりとする。 

 （報告の徴収） （報告の徴収）   
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 条例（改正案） 条例（現行） 条例施行規則（改正案） 条例施行規則（現行） 

第百五十五条 知事は、この条例の施行に必要な限度

において、温室効果ガス排出事業者、口座名義人、

登録検証機関、特定エネルギー供給事業者、特定開

発事業者、地域エネルギー供給事業者、エネルギー

利用に係る事業者、他の地域エネルギー供給事業

者、エネルギー供給受入者、熱供給の受入検討建築

主等、建築主、特別大規模特定建築物工事完了届出

者、マンション販売等受託者、特定家庭用機器販売

事業者又は公害を発生させ、若しくは発生させるお

それがある者に、必要な事項を報告し、又は資料を

提出させることができる。 

２ （現行のとおり） 

第百五十五条 知事は、この条例の施行に必要な限度

において、温室効果ガス排出事業者、口座名義人、

登録検証機関、特定エネルギー供給事業者、特定開

発事業者、地域エネルギー供給事業者、利用可能エ

ネルギーに係る事業者、他の地域エネルギー供給事

業者、エネルギー供給受入者、熱供給の受入検討建

築主等、建築主、特別大規模特定建築物工事完了届

出者、マンション販売等受託者、特定家庭用機器販

売事業者又は公害を発生させ、若しくは発生させる

おそれがある者に、必要な事項を報告し、又は資料

を提出させることができる。 

２ （略） 

 

 

 

 （違反者の公表） 

第百五十六条 知事は、第五条の六第一項、第八条の

四第一項、第九条第一項若しくは第二項、第九条の

七、第十七条の二十二第一項、第二十五条、第二十

五条の八、第三十二条、第三十六条、第四十条、第

四十八条、第五十六条又は第百二十条第一項の規定

による勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告

に従わなかったときは、その旨を公表することがで

きる。 

２ （現行のとおり） 

３ （現行のとおり） 

４ 知事は、前三項の公表をしようとする場合は、当

該勧告又は命令を受けた者に対し、意見を述べ、証

拠を提示する機会を与えるものとする。 

（違反者の公表） 

第百五十六条 知事は、第五条の六第一項、第八条の

四第一項、第九条第一項若しくは第二項、第九条の

七、第十七条の二十三第一項、第二十五条、第二十

五条の八、第三十二条、第三十六条、第四十条、第

四十八条、第五十六条又は第百二十条第一項の規定

による勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告

に従わなかったときは、その旨を公表することがで

きる。 

２ （略） 

３ （略） 

４ 知事は、前三項の公表をしようとする場合は、当

該勧告又は命令を受けた者に対し、意見を述べ、証

拠を提示する機会を与えるものとする。 

  

 第七章 罰則 

第百六十三条 次の各号の一に該当する者は、科料に

処する。 

一 第二十八条第一項若しくは第二項若しくは第

九十九条の規定による計画書又は第百十一条第

二項の規定による方法書を提出しなかった者 

二 第五条の九第一項若しくは第二項、第八条の十

第一項、第八条の十一第一項若しくは第二項、第

八十七条（第九十三条第一項の規定により準用す

る場合を含む。）又は第八十八条第三項（第九十三

条第二項の規定により準用する場合を含む。）の

規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

第七章 罰則 

第百六十三条 次の各号の一に該当する者は、科料に

処する。 

一 第二十八条第一項若しくは第二項若しくは第

九十九条の規定による計画書又は第百十一条第

二項の規定による方法書を提出しなかった者 

二 第五条の九第一項若しくは第二項、第八条の十

第一項、第八条の十一第一項若しくは第二項、第

八十七条（第九十三条第一項の規定により準用す

る場合を含む。）又は第八十八条第三項（第九十三

条第二項の規定により準用する場合を含む。）の

規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 
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 条例（改正案） 条例（現行） 条例施行規則（改正案） 条例施行規則（現行） 

三 第五条の九第四項、第二十九条、第百十条第一

項又は第百五十五条の規定による報告をせず、又

は虚偽の報告をした者 

三 第五条の九第四項、第二十九条、第百十条第一

項又は第百五十五条の規定による報告をせず、又

は虚偽の報告をした者 

 附 則 

（施行期日） 

１ この条例中第一条並びに附則第二項から第五項

まで及び第七項の規定は令和六年四月一日から、第

二条並びに附則第六項及び第八項の規定は令和七

年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第一条の規定の施行の日前に同条の規定による

改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関す

る条例（以下「第一条による改正前の条例」という。）

第九条の三の規定によりエネルギー環境計画書を

提出した特定エネルギー供給事業者に対する当該

エネルギー環境計画書に係る第一条による改正前

の条例の規定の適用については、なお従前の例によ

る。 

３ 第一条の規定の施行の日前に第一条による改正

前の条例第十七条の七の規定によりエネルギー有

効利用計画書が提出された場合における第一条に

よる改正前の条例第十七条の三第一項に規定する

特定開発事業者、第一条による改正前の条例第十七

条の十七第一項に規定する利用可能エネルギーに

係る事業者及び同条第二項に規定する他の地域エ

ネルギー供給事業者に対する当該エネルギー有効

利用計画書に係る第一条による改正前の条例の規

定の適用については、なお従前の例による。 

４ 第一条の規定の施行の日前に第一条による改正

前の条例第十七条の十一第一項の規定により地域

エネルギー供給計画書が提出された場合における

第一条による改正前の条例第十七条の三第一項に

規定する特定開発事業者、同項に規定する地域エネ

ルギー供給事業者、第一条による改正前の条例第十

七条の十七第一項に規定する利用可能エネルギー

に係る事業者、同条第二項に規定する他の地域エネ

ルギー供給事業者、同条第三項に規定する熱電併給

設備を設置しようとする事業者、同条第四項に規定

 附 則 

１ この規則は、令和六年四月一日から施行する。 

２ この規則による改正後の都民の健康と安全を確

保する環境に関する条例施行規則第八条の三第五

項に規定する特定日がこの規則の施行の日から令

和七年一月二十五日までの間にある場合における

同項の規定の適用については、同項中「三百日」と

あるのは、「百八十日」とする。 

３ この規則の施行の際、この規則による改正前の都

民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行

規則別記第二号様式の十五、第二号様式の十七から

第二号様式の二十七まで、第三号様式の二及び第五

号様式の四による用紙で、現に残存するものは、所

要の修正を加え、なお使用することができる。 
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 条例（改正案） 条例（現行） 条例施行規則（改正案） 条例施行規則（現行） 

する熱電併給設備の所有者又は管理者及び同条第

五項に規定するエネルギー供給受入者に対する当

該地域エネルギー供給計画書に係る第一条による

改正前の条例の規定の適用については、なお従前の

例による。 

５ 第一条の規定の施行の日前に第一条による改正

前の条例第二十一条又は第二十一条の二第一項の

規定により建築物環境計画書を提出した建築主に

対する当該建築物環境計画書に係る第一条による

改正前の条例の規定の適用については、なお従前の

例による。 

６ 第二条の規定の施行の日前に同条の規定による

改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関す

る条例（以下「第二条による改正前の条例」という。）

第二十一条又は第二十一条の二第一項の規定によ

り建築物環境計画書を提出した建築主に対する当

該建築物環境計画書に係る第二条による改正前の

条例の規定の適用については、なお従前の例によ

る。 

７ 第一条の規定の施行前にした行為及び附則第二

項から第五項までの規定によりなお従前の例によ

ることとされる場合における同条の規定の施行後

にした行為に対する罰則の適用については、なお従

前の例による。 

８ 第二条の規定の施行前にした行為及び附則第六

項の規定によりなお従前の例によることとされる

場合における同条の規定の施行後にした行為に対

する罰則の適用については、なお従前の例による。 
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都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則 （平成１３年東京都規則第３４号、令和４年東京都規則第２３６号最終改正） 別表及び別記様式 新旧対照表 

改正案 現行 

別表第一の四 地域冷暖房区域の指定基準（第八条の十八関係） 

一 エネルギー供給を行う区域において供給する熱のエネルギー効率の値の基準 

供給するエネルギーの熱媒体 熱のエネルギー効率の値 

蒸気が含まれていない場合 〇・九〇 

蒸気が含まれている場合 〇・八五 

備考 

一から三まで （現行のとおり） 

四 二（五）において、一般廃棄物の焼却施設において廃棄物の焼却により排出される熱、下水汚泥の焼却

に伴い排出される熱その他知事が認める熱については、単位発熱量はゼロとする。 

五 （現行のとおり） 

二 条例第十七条の十第一項第六号の規則で定める事項のうち、第八条の十第三項第三号の量に係る基準 

窒素酸化物の量 四十立方センチメートル 

備考 （現行のとおり） 

別表第一の四 地域冷暖房区域の指定基準（第八条の十七関係） 

一 エネルギー供給を行う区域において供給する熱のエネルギー効率の値の基準 

供給するエネルギーの熱媒体 熱のエネルギー効率の値 

蒸気が含まれていない場合 〇・九〇 

蒸気が含まれている場合 〇・八五 

備考 

一から三まで （略） 

四 二（五）において、第八条の四の表の一の項の下欄に掲げる（一）及び（二）の熱その他知事が認める

熱については、単位発熱量はゼロとする。 

五 （略） 

二 条例第十七条の十一第一項第六号の規則で定める事項のうち、第八条の九第三項第三号の量に係る基準 

窒素酸化物の量 四十立方センチメートル 

備考 （略） 

別記第二号様式の十七 第８条の３関係 特定開発区域等脱炭素化方針提出書、条例第１７条の４第２項 

別記第二号様式の十八 第８条の４関係、特定開発事業者氏名等変更届出書、条例第１７条の５ 

別記第二号様式の十九 第８条の４関係、特定開発区域等脱炭素化方針変更届出書、条例第１７条の５ 

別記第二号様式の二十 第８条の７関係、特定開発区域等脱炭素化報告書提出書、条例第１７条の７ 

別記第二号様式の二十一 第８条の１０関係 条例第１７条の１０第１項 

別記第二号様式の二十二 第８条の１１関係 条例第１７条の１１第１項 地域エネルギー供給事業者 

別記第二号様式の二十三 第８条の１１関係 条例第１７条の１１第２項 

別記第二号様式の二十四 第８条の１４関係 条例第１７条の１３ 

別記第二号様式の二十五 第８条の１５関係 条例第１７条の１４ 

別記第二号様式の二十六 第８条の１８関係 条例第１７条の１７第１項 

別記第二号様式の二十七 第８条の２１関係 条例第１７条の１８第１項 

別記第二号様式の二十八 第８条の２３関係 条例第１７条の２０第２項 の受入れ 

別記第二号様式の十七 第８条の５関係 エネルギー有効利用計画書提出書、条例第１７条の７ 

別記第二号様式の十八 第８条の６関係、特定開発事業者氏名等変更届出書、条例第１７条の８ 

別記第二号様式の十九  第８条の６関係、エネルギー有効利用計画書変更届出書、条例第１７条の８  

（新設） 

別記第二号様式の二十 第８条の９関係   条例第１７条の１１第１項 エネルギー有効利用計画書など 

別記第二号様式の二十一 第８条の１０関係 条例第１７条の１２第１項 地域エネルギー供給計画事業者 

別記第二号様式の二十二 第８条の１０関係 条例第１７条の１２第２項 

別記第二号様式の二十三 第８条の１３関係 条例第１７条の１４ 

別記第二号様式の二十四 第８条の１４関係 条例第１７条の１５ 

別記第二号様式の二十五 第８条の１７関係 条例第１７条の１８第１項 

別記第二号様式の二十六 第８条の２０関係 条例第１７条の１９第１項 

別記第二号様式の二十七 第８条の２２関係 条例第１７条の２１第２項 の受入 

 


